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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
真空成形又は圧空成形により成形した縦割りハーフダミー体であって、その胴部下面部分
から下方に突設されたフランジと、このフランジから径方向外側に向けて突設した突出部
とを有し、前記胴部下面部分とフランジと突出部とで凹溝を形成し、前記胴部下面部分に
下方へ突出する突起部を設け、展示室のステージに形成されたダミー体取付孔の周縁部を
、前記突起部と突出部とで挟み込むように構成してある自動販売機用のダミー体。
【請求項２】
前記突出部は、上方に突出する突起を備えている請求項１に記載の自動販売機用のダミー
体。
【請求項３】
前記突出部は複数個に分割されており、前記突起部と突出部とが互い違いとなるように配
置してある請求項１に記載の自動販売機用のダミー体。
【請求項４】
展示室のステージに形成されたダミー体取付孔に、請求項１～３のいずれかに記載の自動
販売機用のダミー体を着脱自在に取り付けてある自動販売機。
【請求項５】
自動販売機の展示室内に設けられダミー体取付孔を有するステージと、前記ダミー体取付
孔に着脱自在である請求項１～３のいずれかに記載の自動販売機用のダミー体とを備えた
自動販売機用ダミー体展示装置。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、缶入りや壜入りの飲料の自動販売機に設置される自動販売機用のダミー体
及びこれを用いた自動販売機並びに自動販売機用ダミー体展示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来この種のダミー体として、円筒を縦に半分あるいは略半分に割った形状の縦割りの
ハーフダミー体がある。このダミー体は、自動販売機の展示室のステージに形成されたダ
ミー体取付孔に対して着脱を容易にし、併せて大量生産によるコストダウンまで可能にす
るために考え出されたもので、壜の形状、図柄（ラベル、キャップを含む。）が予め印刷
されたシートを真空成形または圧空成形によって成形することができるとともに、トムソ
ン法により打ち抜きが可能であるので、壜タイプの容器のような複雑な形状のものでも簡
単に、かつ能率良く成形することができる。そして、このダミー体の下部側の左右側面部
分を内側に押圧して前記ダミー体を変形しながら、前記ダミー体の下部側に真空成形また
は圧空成形加工してある凹溝形状の係止部をダミー体取付孔の周縁部に嵌入させることで
、前記係止部は、ダミー体取付孔に挿抜可能で弾性的に嵌入保持される。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　このように、縦割りのハーフダミー体は、量産が可能で、成形コストを下げることがで
きるが、前記ステージの厚さが１ｍｍ程度の薄肉であることから、しっかりと位置決めし
て安定的な取付ができるように、これに的確に嵌入する細い溝を前記係止部に施すことは
、真空成形または圧空成形では、難しく精密な成形が困難であった。
【０００４】
　この発明の目的は、真空成形または圧空成形によって成形され、かつ、ダミー体取付孔
の周縁部に強固に嵌入保持できる自動販売機用のダミー体及びこれを用いた自動販売機並
びに自動販売機用ダミー体展示装置を提供することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本願の請求項１に係る発明（第１発明）は、真空成形又は
圧空成形により成形した縦割りハーフダミー体であって、その胴部下面部分から下方に突
設されたフランジと、このフランジから径方向外側に向けて突設した突出部とを有し、前
記胴部下面部分とフランジと突出部とで凹溝を形成し、前記胴部下面部分に下方へ突出す
る突起部を設け、展示室のステージに形成されたダミー体取付孔の周縁部を、前記突起部
と突出部とで挟み込むように構成してある。
ここで、前記突出部が、上方に突出する突起を備えていてもよい（請求項２）。
【０００６】
　第１発明において、前記ダミー体取付孔の周縁部を突起部と突出部とで挟み込むための
手段として以下の二つのものを主として挙げることができる。
【０００７】
（一）前記突出部が上方に突出する突起を備え、この突起と前記突起部とをそれぞれダミ
ー体取付孔の前記周縁部に当接させる。すなわち、前記突起の頭と前記突起部とで前記周
縁部を挟み込む。
　例えば、図１、図２（Ａ）は、前記突起部（以下、上突起という）および前記突出部の
突起（以下、下突起という）を互い違いに設けた例を示し、図２（Ｂ）は、上突起と下突
起を突き合わせた状態で設けた例を示す。
【０００８】
【０００９】
（二）前記上突起（突起部）と前記突出部とをそれぞれダミー体取付孔の前記周縁部に当
接させる。すなわち、前記上突起の頭と前記突出部とで前記周縁部を挟み込む〔図３（Ｂ
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）参照〕。
【００１０】
　また、別の観点から、本願の請求項３に係る発明（第２発明）は、前記突出部を複数個
に分割してあり、前記突起部と突出部とが互い違いとなるように配置してある。
【００１１】
　第２発明は、ダミー体取付孔の周縁部の上面側に位置する上突起（突起部）と、前記周
縁部の下面側に位置する突出部を互い違いに有するものであり、上突起と突出部で前記周
縁部を挟み込むことができるので、ダミー体取付孔に対してダミー体を簡易に装着できる
とともに、ダミー体取付孔からのダミー体２の離脱防止を安定的に行える。また、ダミー
体取付孔からダミー体を取り外す作業も装着時と同様に簡易に行える。
そして、本願の請求項４に係る発明（第３発明）は、展示室のステージに形成されたダミ
ー体取付孔に、請求項１～３のいずれかに記載の自動販売機用のダミー体を着脱自在に取
り付けてある自動販売機であり、本願の請求項５に係る発明（第４発明）は、自動販売機
の展示室内に設けられダミー体取付孔を有するステージと、前記ダミー体取付孔に着脱自
在である請求項１～３のいずれかに記載の自動販売機用のダミー体とを備えた自動販売機
用ダミー体展示装置である。
【００１２】
【発明の実施の形態】
　以下、この発明の実施例を添付の図面を参考にしながら説明する。
　自動販売機は、飲料商品の内容を示す複数の縦割りハーフダミー体（以下、単にダミー
体という）２を展示するための展示室に、これらダミー体２を支持するステージ４を有す
る。
【００１３】
　前記ダミー体２は、例えばポリプロピレン、ポリカーボネイト、ポリエチレンテレフタ
レート等およびそれらの再生品からなるもので、図１に示すように、瓶タイプの容器を縦
割りの形状に真空成形または圧空成形して成り、その表面には、商品の内容を示す図柄が
表示され（図示を省略）、ダミー体２の胴部２ａの下部には、半円弧状で、凹溝形状の係
止部２０が形成されている。この係止部２０は、Ｘ方向（径方向）で、内側に半円弧状の
谷を有する。３０は、前記谷の底部（以下、単に谷という）で半円孤状であり、この谷３
０は胴部２ａ下面部分から下方に突設されたフランジとなっている。
【００１４】
　以下、この発明の特徴的構成について説明する。
【００１５】
　図１、図２（Ａ）および図４は、係止部２０の上面Ａおよび下面Ｂに突起を設け、この
突起をダミー体取付孔の前記周縁部に当接させて前記係合を強固にするよう構成してある
この発明の第１の実施例を示す。
【００１６】
　図１、図２（Ａ）および図４において、２１は、凹溝形状の係止部２０の上面（ダミー
体２の胴部下面部分）Ａに設けた突起部（以下、上突起という）、２２は、前記係止部２
０の下面（前記フランジ３０から径方向外側に向けて突設した突出部４２の上面でもある
）Ｂに設けた突起（以下、下突起という）で、互い違いに複数個設けてある。
　成形性、取付・取外しの作業性、取付後の安定性を考慮すると、この第１の実施例が最
も好ましい。
【００１７】
　２３は、前記ステージ４に形成してある平面視円形のダミー体取付孔である。このステ
ージ４は既設のもので、前記ダミー体取付孔２３は回り止め用の一対の切欠２４，２４を
有する。この切欠２４，２４は、円周より外側にステージ４を切欠いて形成されるもので
、円周上で１８０°離れて位置している。
【００１８】
　また、ダミー体取付孔２３は回り止め用の二対の凹部２５，２５および２６，２６を有
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する。凹部２５，２５および２６，２６は、それぞれ円周より外側にステージ４を切欠い
て形成されるもので、凹部２５，２５は、円周上で１８０°離れて位置している。また、
凹部２６，２６も、円周上で１８０°離れて位置している。
【００１９】
　前記ダミー体２は、大量生産によるコストダウンまで可能にするために考え出されたも
ので、壜の形状、図柄（ラベル、キャップを含む。）が予め印刷されたシートを真空成形
または圧空成形によって成形される反面、精密な成形が困難であり、前記係止部２０の谷
３０の幅（図１における矢印Ｚで示す方向での幅）Ｈは３ｍｍ程度が限界である（これに
対して前記ステージ４の厚みｈは約１ｍｍである。）。前記谷３０は半円弧状に成形され
ており、曲率半径Ｒを有する。この谷３０は、後述する両端部を除いて深さ（図１におけ
る矢印Ｘで示す方向での幅）Ｔを有する。この高さＴは、上突起２１、下突起２２のＸ方
向の幅Ｓに略等しい〔図２（Ａ）参照〕。
【００２０】
　前記上突起２１および下突起２２は、ダミー体取付孔２３の周縁部Ｍに、上側から上突
起２１の下面２１ａを当接させるとともに、下側から下突起２２の上面２２ａを当接させ
て、周縁部Ｍと係止部２０の係合を強固にするためのものである。前記ステージ４は例え
ば鉄板で、図２（Ａ）に示すように、略１ｍｍの厚みｈを有する一方、前記下面２１ａお
よび上面２２ａ間に形成される隙間のＺ方向における長さＬ〔図２（Ａ）参照］を前記ス
テージ４の厚みｈ以下に形成してある。
　なお、この発明における好ましい前記長さＬの範囲として以下に示す三つの場合（イ．
ロ．ハ．）を挙げることができる。
イ．長さＬを、ｈ以下であって、零以上（０≦Ｌ≦ｈ）にするのが好ましい場合がある。
ロ．長さＬを、零未満（Ｌ＜０）にするのが好ましく、少し負（つまり、上突起２１の下
面２１ａよりも下突起２２の上面２２ａの方がやや上になる）にするのがより好ましい場
合がある。
ハ．長さＬを、ｈよりも大きくする（ｈ＜Ｌ）のが好ましい場合もあり、ｈよりも少し大
きくするのがより好ましい場合がある。
　そして、一つのダミー体２に対して前記イ．ロ．ハ．のいずれか一つだけを選択するこ
と以外に、一つのダミー体２に対して前記イ．ロ．ハ．のいずれか二つと残りの一つを組
み合わせてもよく、一つのダミー体２に対して前記イ．ロ．ハ．のいずれか二つを組み合
わせてもよく、その組み合わせは任意である。要は、ステージ４に対してダミー体２の着
脱を容易にし、かつ、係合を強固にできるような構成を実現できる組み合わせであればよ
い。
【００２１】
　そして、前記上突起２１および下突起２２は、ダミー体２の係合時に、少なくとも前記
周縁部Ｍを挟持可能なように、一方では上突起２１および下突起２２相互間の距離は成形
性を考慮して間隔を置くよう適宜な位置に形成されていればよい。
【００２２】
　また、この実施例では、前記上突起２１および下突起２２は、それぞれ真空成形または
圧空成形によって成形し易く、係止部２０が周縁部Ｍに嵌まり易く、しかも、金型のメン
テナンスが行い易いような形状に成形されている。すなわち、前記各突起２１，２２は平
面視偏平な台形状で、前記下面２１ａおよび上面２２ａの周縁部Ｍに対する当接面積が大
きく、かつ、左右のエッジａ，ｂが丸みをおびている。
【００２３】
　更に、前記回り止め用の一対の切欠２４，２４のそれぞれ一方の回り止め面２４ａ，２
４ａと、係止部２０とでダミー体２を回り止めできるよう、係止部２０に回り止めの構成
が施されている。すなわち、前記谷３０の両端部３１，３１を高さＴより浅く成形してあ
る。ｔは、谷３０よりもｄだけ浅くなった両端部３１，３１のＸ方向における深さを示す
。すなわち、両端部３１，３１は、谷３０の曲率半径Ｒよりも長い曲率半径Ｒ’を有する
。Ｑは、曲率半径Ｒから長い曲率半径Ｒ’に移行する領域を示す。
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【００２４】
　そして、ダミー体２の係合時に、前記両端部３１，３１を回り止め用の一対の切欠２４
，２４に位置するように周縁部Ｍを前記上突起２１と下突起２２とで挟むようにする。す
なわち、周縁部Ｍに、上側から上突起２１の下面２１ａを当接させるとともに、下側から
下突起２２の上面２２ａを当接させて、周縁部Ｍと係止部２０の係合を強固にするととも
に、前記両端部３１，３１の端面３１ａ，３１ａが長さｄだけ谷３０より突出しているの
で、切欠２４，２４の一方端２４ａ，２４ａにそれぞれ端面３１ａ，３１ａが係止される
。
【００２５】
　図２（Ｂ）は、上突起２１と下突起２２を突き合わせた状態で凹溝形状の係止部２０の
上下面Ａ，Ｂに設けたこの発明の第２の実施例を示す。なお、図２（Ｂ）において、図１
、図２（Ａ）および図４に示した符号と同一のものは、同一の物（部材）である。
【００２６】
　図３（Ａ）は、下突起２２と係止部２０の上面Ａとをそれぞれ周縁部Ｍに当接させるよ
うに構成した参考例を示す。なお、図３（Ａ）において、図１、図２（Ａ）、図２（Ｂ）
および図４に示した符号と同一のものは、同一の物（部材）である。
　図３（Ａ）において、Ｌ’は、下突起２２の上面２２ａおよび前記上面Ａ間に形成され
る隙間のＺ方向における長さである。この長さＬ’の隙間も、前記Ｌと同様、前記ステー
ジ４の厚みｈ以下に形成してある。
【００２７】
　図３（Ｂ）は、上突起２１と係止部２０の下面Ｂとをそれぞれ周縁部Ｍに当接させるよ
うに構成したこの発明の第３の実施例を示す。なお、図３（Ｂ）において、図１、図２（
Ａ）、図２（Ｂ）、図３（Ａ）および図４に示した符号と同一のものは、同一の物（部材
）である。
　図３（Ｂ）において、Ｌ’は、上突起２１の下面２１ａおよび前記下面Ｂ間に形成され
る隙間のＺ方向における長さである。この長さＬ’の隙間も、前記Ｌと同様、前記ステー
ジ４の厚みｈ以下に形成してある。
【００２８】
　図５は、上突起２１と下突起２２をそれぞれ周縁部Ｍに当接させるとともに、前記谷３
０の両端部を谷３０の前記高さＴに相当する高さに形成してなる突起部３０’，３０’を
設け、この突起部３０’，３０’を回り止め用の一対の切欠２４，２４に位置させること
で、ダミー体２を回り止めできるように構成したこの発明の第４の実施例を示す。なお、
図５において、図１、図２（Ａ）、図２（Ｂ）、図３（Ａ）、図３（Ｂ）および図４に示
した符号と同一のものは、同一の物（部材）である。
【００２９】
　図５において、ダミー体２の係合時に、切欠２４，２４の一方端２４ａ，２４ａに突起
部３０’，３０’の端面ｃ，ｃが係止される。この突起部３０’，３０’は、略直方体形
状をなす。
【００３０】
　なお、この実施例では、係合部２０の上下面Ａ，Ｂを繋ぐ突起部３０’，３０’を設け
たが、上面Ａあるいは下面ＢからＺ方向に突出し、一方端２４ａ，２４ａに係止するよう
な外側端面を有する、上突起２１と下突起２２と同様の突起を形成してもよい。
【００３１】
　図６は、回り止め用の一対の切欠２４，２４ではなく、二対の凹部２５，２５および２
６，２６のいずれか一つに係止されることによりダミー体２を回り止めするように構成し
たこの発明の第５の実施例を示す。なお、図６において、図１～５に示した符号と同一の
ものは、同一の物（部材）である。
【００３２】
　図６において、係合部２０の上下面Ａ，Ｂを繋ぐ突起部３０’’，３０’’を略三角柱
形状にしてある。この突起部３０’’のＸ方向の厚みｄ’は谷３０の深さＴより小さく設
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定してある。なお、突起部３０’’の上端４０をＸ方向で外側に延ばして突起部３０’’
のＸ方向の厚みを谷３０の深さＴと同一にしてもよい。
【００３３】
　この実施例では、ダミー体２の係合時に、突起部３０’’の例えば一方の面４０ａが凹
部２６に係止される。
【００３４】
　なお、突起部３０’’は、略三角柱形状でなくても、略四角柱形状、略円柱形状でもよ
く、また、柱形状でなくても、円錐、三角錐、四角錐などの錐状形状でもよい。
【００３５】
　また、突起部３０’’を凹部２５に係止させるよう構成してもよい。また、上記第１の
実施形態のように前記谷３０の両端部３１，３１を高さＴより浅く成形し、凹部２５およ
び／または２６と両端部３１，３１とでダミー体２を回り止めするように構成してもよい
。
【００３６】
　また、突起２１（２２）の成形にあたり、金型をＰ方向に抜くときにひっかから無いよ
うに、図７に示すように、領域Ｊ，Ｋに位置する突起２１（２２）の両端面２１ａ（２２
ａ）は、領域Ｎに位置する突起２１（２２）の両端面２１’（２２’）と異なる形状にし
てある。
【００３７】
　上記各実施例では、胴部２ａの下部に、半円弧状で、凹溝形状の係止部２０が形成され
ているタイプの縦割りハーフダミー体２について説明した。
【００３８】
　図８、図９は、胴部２ａ’直下が、胴部下面部分４０から下方に突設された短半円筒状
フランジ４１と、このフランジ４１から径方向外側に向けて突設した突出部４２とからな
り、前記胴部下面部分４０とフランジ４１と突出部４２とで凹溝を形成し、また、前記胴
部下面部分４０に下方へ突出する上突起（突起部）４３を設け、前記突出部４２は複数個
の下突起に分割されており、前記突起部４３と突出部の下突起とが互い違いとなるように
配置してある縦割りハーフダミー体２’を、展示室のステージ４に形成されたダミー体取
付孔２３に対して簡易に着脱できるようにするとともに、ダミー体取付孔２３からのハー
フダミー体２’の離脱防止を安定的に行えるように構成したこの発明の第６の実施例を示
す。なお、図７において、図１～６に示した符号と同一のものは、同一の物（部材）であ
る。
【００３９】
　図８（Ａ）は、下部側で斜め方向からみた縦割りハーフダミー体（以下、単にダミー体
という）２’を示し、図８（Ｂ）は、ダミー体２’の底面図を示す。また、図９（Ａ）に
は、短半円筒状フランジ４１の外周に形成された下突起４２ａ～４２ｄのうちの下突起４
２ａおよび下突起４２ｂと、胴部下面部分４０に形成された上突起４３と、短半円筒状フ
ランジ４１の外周および胴部下面部分４０にわたり形成され回り止め用の前記切欠２４，
２４に係止される左右二つの突起部４４ａ、４４ｂのうち正面向かって右側の突起部４４
ａとが示されている。
　また、図９（Ｂ）は、上突起４３ａと下突起４２ａの形状を示している。
【００４０】
　図８、図９において、前記胴部下面部分４０は、幅Ｓ（径方向の幅）を有する半リング
状で、外径Ｘ、内径Ｙを持つ。一方、前記短半円筒状フランジ４１は、胴部下面部分４０
の内周側から下方に長さＷだけ突出されてなり、半径Ｙを有する。
【００４１】
　前記短半円筒状フランジ４１は、外周における両端に、胴部下面部分４０の幅Ｓあるい
はそれ以下の長さＳ’（≦Ｓ）だけ径方向に突出した左右一対の突起部４４ｂ，４４ａを
有する。前記突起部４４ｂ，４４ａは、胴部下面部分４０および短半円筒状フランジ４１
の外周にわたり形成される。前記突起部４４ｂおよび４４ａは、ダミー体２’の係合時に
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、例えば図５に示すダミー体取付孔２３に形成された回り止め用の一対の切欠２４および
２４にそれぞれ位置させることで、ダミー体２’を回り止めさせるものであり、そのよう
に突起部４４ｂ，４４ａ間の間隔は設定されている。
【００４２】
　すなわち、ダミー体２’の係合時には、例えば図５における切欠２４，２４の一方端２
４ａ，２４ａに、突起部４４ｂ，４４ａの端面ｃ’，ｃ’が係止される。
【００４３】
　また、前記短半円筒状フランジ４１は、ダミー体２’の係合時において、例えば図５に
示す二対の凹部２５，２５および２６，２６のいずれか一つに係止する突起部４７を外周
に有する。
【００４４】
　この突起部４７は、胴部下面部分４０および短半円筒状フランジ４１の外周にわたり形
成されており、略三角柱形状にしてある。この突起部４７の径方向の厚みｄ’’は胴部下
面部分４０の幅Ｓより小さく設定してある。
【００４５】
　この実施例では、ダミー体２’の係合時に、突起部４７の両面ｉ，ｋが例えば図５に示
す凹部２６に係止されることになる。
【００４６】
　一方、短半円筒状フランジ４１は、外周の下部に、胴部下面部分４０の幅Ｓあるいはそ
れ以下の幅Ｗ’（≦Ｓ）だけ短半円筒状フランジ４１の外周面から径方向に突出した複数
の前記下突起４２ａ～４２ｄを有する一方、胴部下面部分４０は胴部下面部分４０から下
方向に突出した複数の前記上突起４３ａ～４３ｃを有する。この実施例では、前記上突起
４３ａ～４３ｃは胴部下面部分４０の幅Ｓに相当する幅だけ径方向に突出している。そし
て、ダミー体２’正面向かって右側から順に、下突起４２ａ～４２ｄと上突起４３ａ～４
３ｃが設けられている。
　なお、下突起４２ｃのダミー体２’正面向かって左側の上部に、胴部下面部分４０およ
び短半円筒状フランジ４１の外周にわたり前記突起部４７が形成されている。
　そして、下突起４２ａ～４２ｄと上突起４３ａ～４３ｃによってステージ４に形成され
たダミー体取付孔２３の周縁部Ｍに係合される係止部５９が構成される。
【００４７】
　更に、下突起４２ａ，４２ｂ間に（下突起４２ａ，４２ｂ間に形成される空間Ｕの上部
）において、上突起４３ａがダミー体２’正面向かって右側に位置し、下突起４２ｂ，４
２ｃ間において、ダミー体２’正面向かって中央に上突起４３ｂが位置し、下突起４２ｃ
，４２ｄ間において、上突起４３ｃがダミー体２’正面向かって左側に位置する。すなわ
ち、下突起４２ａ～４２ｄと上突起４３ａ～４３ｃは互い違いに配列されている。
　この実施例では、図９（Ｂ）に示すように、下突起４２ａは、上述したように幅Ｗ’（
≦Ｓ）だけ径方向に突出した状態で、径方向外側に向かって山形状をなしている。更に、
係合時において、ステージ４の前記周縁部Ｍ〔図９（Ｂ）に二点鎖線で示す〕の下面に当
接する下突起４２ａの頭部（上面）４２ａ’は、水平な平坦面に形成されている。なお、
残りの下突起４２ｂ～４２ｄも下突起４２ａと同一形状である。
　一方、上突起４３ａは、胴部下面部分４０から下方向に向かって山形状をなしている。
すなわち、上突起４３ａは、前記周縁部Ｍ〔図９（Ｂ）に二点鎖線で示す〕の上面に当接
する頭部４３ａ’を上突起４３ａの下面ｑの最下位置に有し、更に、前記下面ｑは、前記
頭部４３ａ’から径方向内側にいくにつれ、成形型からの製品（ダミー体２’）の取外し
が可能な程度に上方に傾斜し、短半円筒状フランジ４１の外周面に至る傾斜面に形成され
ている。残りの上突起４３ｂ，４３ｃも上突起４３ａと同一形状である。
【００４８】
　而して、ダミー体２’は、上突起４３ａ～４３ｃと下突起４２ａ～４２ｄを互い違いに
有し、上突起４３ａ～４３ｃおよび下突起４２ａ～４２ｄのそれぞれ頭４３ａ’～４３ｃ
’および頭４２ａ’～４２ｄ’同士でステージ４の周縁部Ｍを挟み込むことができるので
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、ダミー体取付孔２３に対してダミー体２’を簡易に装着できるとともに、ダミー体２’
の回り止めを行いながら、ダミー体取付孔２３からのダミー体２’の離脱防止を安定的に
行える。また、ダミー体取付孔２３からダミー体２’を取り外す作業も装着時と同様に簡
易に行える。
【００４９】
　なお、上突起４３ａ～４３ｃの頭４３ａ’～４３ｃ’と、下突起４２ａ～４２ｄの頭４
２ａ’～４２ｄ’間に形成される隙間（ギャップ）のＺ方向における長さＥをこの実施例
では、前記ステージ４の厚みｈ以下に形成してある（図９参照）。前記長さＥは、例えば
前記頭４３ａ’および頭４２ａ間の間隔である。つまり、前記頭４３ａ’～４３ｃ’およ
び前記頭４２ａ’～４２ｄ’間の間隔である。
　なお、この発明における好ましい前記長さＥの範囲として以下に示す三つの場合（１．
２．３．）を挙げることができる。
１．長さＥを、ｈ以下であって、零以上（０≦Ｅ≦ｈ）にするのが好ましい場合がある。
２．長さＥを、零未満（Ｅ＜０）にするのが好ましく、少し負（つまり、Ｚ方向に沿って
頭４３ａ’～４３ｃ’の位置よりも頭４２ａ’～４２ｄ’の位置の方をやや高くする）に
するのがより好ましい場合がある。
ハ．長さＥを、ｈよりも大きくする（ｈ＜Ｅ）のが好ましい場合もあり、ｈよりも少し大
きくするのがより好ましい場合がある。
　そして、一つのダミー体２’に対して前記１．２．３．のいずれか一つだけを選択する
こと以外に、一つのダミー体２’に対して前記１．２．３．のいずれか二つと残りの一つ
を組み合わせてもよく、一つのダミー体２’に対して前記１．２．３．のいずれか二つを
組み合わせてもよく、その組み合わせは任意である。要は、ダミー体取付孔２３に対する
ダミー体２’の着脱作業を容易にし、かつ、ダミー体取付孔２３からの離脱防止を安定的
に行えるような構成を実現できる組み合わせであればよい。
【００５０】
　また、前記突起部４７は、略三角柱形状でなくても、略四角柱形状、略円柱形状でもよ
く、また、柱形状でなくても、円錐、三角錐、四角錐などの錐状形状でもよい。
【００５１】
　また、前記突起部４７を凹部２５に係止させるよう構成してもよい。
【００５２】
　更に、この実施例では、例えば図９（Ｂ）を例にとると、下突起４２ａの頭部４２ａ’
を水平な平坦面に形成する一方、上突起４３ａの下面ｑを前記頭部４３ａ’から径方向内
側にいくにつれ上方に傾斜させているので、前記突起４２ａ，４３ａの成形にあたり、前
記突起４２ａ，４３ａ間に形成される前記隙間（ギャップ）に対応する成形型（金型）側
の隙間（ギャップ）部分を大きくとっても例えば前記頭４３ａ’および頭４２ａ間の間隔
Ｅの精密な成形が行える利点を有する。
　この場合、下突起４２ａの上面を径方向内側にいくにつれ下方に傾斜させて上突起４３
ａの下面ｑとの隙間（ギャップ）を更に大きくすることにより、前記長さＥを、零、ある
いは、零未満（Ｅ＜０）にする精密な成形も行える。
【００５３】
【発明の効果】
　以上説明したように、この発明では、真空成形または圧空成形によって成形され、かつ
、ダミー体取付孔の周縁部に強固に嵌入保持できる自動販売機用のダミー体を提供するこ
とができる。
【００５４】
　また、この発明の真空成形または圧空成形によって成形されたダミー体は、上突起と下
突起を互い違いに有し、ダミー体取付孔の周縁部を挟み込むことができるので、ダミー体
取付孔に対してダミー体を簡易に装着できるとともに、ダミー体取付孔からの離脱防止を
安定的に行える。
【００５５】
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　また、同一の自動販売機において、円筒状の丸缶ダミー体も展示できるので、丸缶ダミ
ー体とハーフダミー体を同時に展示でき、多種類の飲料を展示、販売することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の第１の実施例を示す斜視図である。
【図２】　（Ａ）は、上記実施例における上下突起の配置の一例を示す図である。（Ｂ）
は、上記実施例における上下突起の配置の他の例を示す図である。
【図３】　（Ａ）は、参考例に係る係止部の上面に対する下突起の配置の一例を示す図で
ある。（Ｂ）は、上記実施例における係止部の下面に対する上突起の配置の一例を示す図
である。
【図４】　（Ａ）は、上記実施例における回り止め作用を示す図である。（Ｂ）は、上記
実施例における回り止め作用を示す図である。
【図５】　（Ａ）は、この発明の第４の実施例における回り止め作用を示す図である。（
Ｂ），（Ｃ）は、それぞれ上記第４の実施例における回り止め作用を示す図である。
【図６】　（Ａ）は、この発明の第５の実施例における回り止め作用を示す図である。（
Ｂ），（Ｃ）は、それぞれ上記第５の実施例における回り止め作用を示す図である。
【図７】　この発明の突起の成形状態を示す図である。
【図８】　（Ａ）は、この発明の第６の実施例を示す要部斜視図である。（Ｂ）は、上記
実施例を示す底面図である。
【図９】　（Ａ）は、上記第６の実施例を示す要部側面図である。（Ｂ）は、図９（Ａ）
におけるｂ－ｂ線の方向からみた図である。
【符号の説明】
　２：ダミー体
　４：ステージ
　２０：係止部
　２１，２２：突起
　２３：ダミー体取付孔
　Ｍ：周縁部
　Ａ：上面
　Ｂ：下面



(10) JP 4058552 B2 2008.3.12

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 4058552 B2 2008.3.12

【図５】 【図６】
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